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○落合部会長   それでは、時間になりましたので、第 19 回の「国民生活審議会消費

者政策部会」を開催いたしたいと思います。お忙しい中お集まりいただきまして、

どうもありがとうございました。  

  本日は、お手元にあります資料１の「 2 1 世紀型の消費者政策の在り方について」

の１章～３章までの審議で ありますが、この１、２章については、前回御議論いた

だいたものを踏まえて修正した部分。それから、３章が全く本日新たに御議論をい

ただくというものであります。  

  それでは、早速審議に入らせていただきますが、まず最初に事務局の方から資料

について説明をお願いいたします。 

○中村消費者企画課長   それでは、資料の説明をさせていただきます。資料の１「 2

1 世紀型の消費者政策の在り方について」－（Ｉ～ III 章案）－というものにつき

まして御説明をいたします。 

  ただいま部会長からもお話がございましたように、１章、 ２章は前回の議論を踏

まえて修正をしたバージョンでございます。それから、第３章、消費者政策の展開

でございますが、これは昨年末の中間報告をベースに、年明け後に御議論いただい

たところを加えながら、全体を再整理をしたものとして提示をさせていただいてお

ります。  

  目次のところをごらんいただきますと、１章、２章、３章とございまして、３章

は５節立てになっております。  

  その後、第４章、第５章でございますけれども、こちらにつきましては次回の部

会においてまた御審議をいただきたいと思っております。  

  まず、１ページ目「第１ 章   2 1 世紀型消費者政策の検討の背景」というところで

ございますけれども、これまでの前回の議論も踏まえまして、前回お出ししました

スケルトンから変わったところを中心にポイントを御説明させていただきたいと思

います。  

  まず、第１節の「消費者を取り巻く環境の変化」というところでございますが、

１番の「戦後の経済発展と政策運営の特徴」というところで、ここのところは大筋

はほぼ前回お示ししたものと同じものになっております。若干、最後の２行ぐらい

として、「目指すべき方向性を行政が提示して民間部門を誘導する観点から、主な

政策手法として事前規制や行政指導等が用いられた」という辺りは、少し文章のつ

なぎを前回と変えておりますけれども、趣旨としては同じでございます。 
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  ２．として、「近年の我が国経済社会の変化」ということで、この最初の２行は

同じですけれども、前は転換期云々というのがいろいろ書いてありましたが、少し

簡略にし ました。 

  下の方で「（１）我が国の経済社会システムの変化」ということでございますけ

れども、ここにつきましては、前回最初の２～３行目ぐらいの話ですけれども、こ

れまでの事前規制等によって市場に直接介入する手法の有効性が弱まってきたとい

うような言い方をしておりましたけれども、若干言葉がこなれておりませんので、

そういう従前の政策手法が経済社会の変化にそぐわないものとなってきたという言

い方をいたしております。  

  １ページの下の方ですけれども、「規制緩和を始めとする構造改革の動きが始ま

るとともに」の後に、一部挿入を いたしておりまして、「政策のスタンスも高い経

済成長率の達成等よりも、経済成長の成果を国民生活の豊かさに活かすことが重視

されるようになった」という下りを挿入いたしております。  

  その次のパラ グラフ のところで、「このような経済社会の変化に対応するため」

と書いてありますが、前はただ単にこのためと書いてありましたが、少しわかりに

くかったものですから、「このような経 済社会の変化に対応するため」というふう

に変更をいたしております。細かい話ですけれども、（２）の１つ上の２行ですけ

れども、「転換が進められつつある」とありますが、進められたとなっておりまし

たけれども、もう実際に動いている話でございますので、文末を少し変えてありま

す。  

  （２）としまして、「ＩＴ化・国際化の進展」の話がございますが、冒頭に科学

技術の進歩といったも のが非常に大きなインパクトをもたらしているという点、こ

れは中間報告にもあった点でございますが、前回のスケルトンではそこが明示され

ておりませんでしたので、その部分を今回は挿入いたしております。 

  ３ページの方で（３）、３つ目の話としまして「家族、ライフスタイルの多様化」

というところがございます。ここにつきまして、前回お示ししたスケルトンの中で、

少し書き方が不正確といいましょうか、やや誤解を招くような、わかりにくい文章

だったということで、もう少し丁寧にするべきであるという御指摘もございました

ので、最初の４行目ぐらいでございますけれども、少し文章を整理してみました。

その中で、少子・高齢化が進行しているという話、家族形態そのものが変わってい

るという問題、それから女性の就業機会も大いに拡大をしているという、そういっ
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た国民のライフスタイルが多様化しているということで整理をいたしております。  

  以上が第１節でございますけれども、３ページの下の方からが、第２節というこ

とで、「消費者問題の推移と消費者政策」ということでございます。 

  １．として「高度成長期以降の消費者問題と消費者政策」というパートがござい

ますが、ここのところは基本的には細かい文章のつなぎ等はありますけれども、基

本的にほぼ前回お示ししたものと変わっておりません。その下りが、３ページから

４ページ、５ページにつながっておりますけれども、その中で若干幾つか申し上げ

ますと、４ページの一番下の２行でございますけれども、80 年代以降は云々という

ところですが、ここで前回での御議論もありました、やはりクレジットカードなど

が普及をしてきて、消費者が自由 にお金が使えるようになってきているということ

が１つの特徴であろうという御指摘もございましたので、そんなことで一番最後の

方で「ク レジットカードの普及等により消費者による金融サービスへのアクセスが

容易となった」と表現いたしております。 

  そもそもこんなこともあって、非常に消費者問題というのが変化すると同時に複

雑なものになっているという点が重要だということもございましたので、５ページ

の上から２行目ですけれども、「その内容が変化し複雑化した」といったことを加

えております。このいろいろな問題が複雑化したという点については、ここだけで

はなく、ほかにも何か所かそういうことを入れるようにいたしております。  

  その次の「これに対し」という、５ペ ージ目の上から２つ目のパラでございます

けれども、ここも大体前回を踏襲しておりますが、「これに対し」のパラの６行目

以下でございますけれども、民事ルールとしてＰＬ法、契約法ができたというのが

90 年代の非常に大きな話でございますので、その整備が進んだということをここに

書き加えました。 

  同じく消費者教育の進展について、やはり触れておく必要があるだろうという御

指摘もございましたので、「消費者教育の面では」ということで挿入をいたしてお

ります。  

  ５ページの真ん中辺りからが、２番として「近年の消費者問題の変化」とい うこ

とでございますけれども、ここにつきましては、基本的に前回を踏襲しております

が、１点 「消費者問題の変化」の出だしの、３行目、４行目にかけまして、データ

の話がありまして、「 2001 年 度には 66 万件に上り」というふうになってございま

す。前回は 88 万件という数字を申し上げまして、その差についてパイオネットのデ
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ータで見るのか、パイオネットのデータプラス、そこには直接入っていないけれど

も、消費生活センター 等に 寄せられている問い合わせといったものも含めたデータ

を使うかという２つのデータソースがありまして、その後者のより幅広い方で 8 8

万件ということを前回申し上げましたけれども、通常いろいろな中身の分析な どを

考えますと、単なる問い合わせといったようなものではなく、いわゆる苦情相談と

いったものに該当するものとしては、このパイオネットベースの方が適当であると

いうふうに、その後の精査の結果判断をいたしまして、中間報告に戻したというこ

とになりますけれども、そういう意味で数字が 6 6 万件というふうに変わってござい

ます。  

  ５ページの最後の３行、「また」以下でございますけれども、ここのところは企

業不祥事のことが書いてありますが、中間報告に比べますと、前回お示ししたスケ

ルトンは少し簡略に書いておりましたので、リコールの事件とか食中毒といったよ

うな例示を少し中間報告に合わせて、イメージがわかるようにしております。  

  ６ページ目でございますけれども、この中では上から４行目、「 こうした状況の

背景には 」というパラグラフでございますけれども、ここで商品が技術進歩に伴っ

て機能が高度化をしたということが大きな特徴だという御指摘もございましたので、

「技術進歩に伴う商品機能の高度化」というのを挿入いたしております。 

  第３節の直前の「しかしながら」という４行のパラグラフでございますけれども、

ここはさまざまな規制の緩和とか、いろいろな自由化によっていろんな問題が生じ

ているという例を幾つか書いてありますけれども、その中で逆に悪質業者といった

ものが参入しやすくなるような面もあるといった御指摘がございましたので、その

反面でというところで悪質業者の参入というのを挿入いたしております。 

  実はこの次に第３節になっておりますが、前回お示ししたスケルトンでは、この

第３節の前に３つ目の３．というのがありまして、政策対応の変化ということで、

最近の変化を受けて政策がどのように変化したのかというようなことの記述がござ

いました。これが若干いろんなところと ダブリ感がございましたので、政策がどの

ようにシフトしてきたかといった話については、以降第２章の方に合わせて整理を

し直しました。その中で書いてあったＰＬ法や契約法ができましたという事実関係

の話につ きましては、先ほど申し上げましたように、５ページの方に整理をしたと

いうふうに全体の再整理をしましたので、前回ありました「３．政策対応の変化」

というものは、項としてはここからはなくなっております。  



 

 5 

  「第３節   消費者政策の抜本的見直しの必要性」というところでございますけれ

ども、ここにつきましては前回お示ししたものにつきまして は、その中身をできる

だけイメージを湧きやすいようにという趣旨で、２つに分けておりまして、（１）

として消費者メカニズムの重視、つまり事前から市場ルールへのシフトという全体

の流れの話と、２つ目としまして、消費者・事業者の役割が増大してきているとい

う２つのことを書いて、こういったことから見直しが必要ですという論理展開にし

ておりましたけれども、ここは、 実は第２章以下に書いてあることと非常にダブリ

感があるということもありまして、突然 、この第３節で市場ルールへのシフトが起

こっているので、今回見直しをするんだという、若干唐突な感もあったという御指

摘もございましたので、第３節につきましては、ある意味で中間報告的に少しコン

パクトに整理をいたしました。最初のパラグラフの方では、これも中間報告にもご

ざいましたけれども、これまでの 6 8 年の消費者保護基本法というものがあって、そ

の中でいろいろやってきましたと。ところが、その中でも消費者トラブルというの

はずっと長期的に増加を続けていて、特に近年は中身も非常に複雑化したり多様化

をしているということで、その原因としてやはり基本法の制定時と現在では社会情

勢といったものに大きな相違がそもそもあって、そういったかつての基本法制定時

の情勢を前提としたものでは、なかなか現在の問題に対応しきれていないというこ

とが示されているのではないかと。 

  その上で、「このため」ということで７ページにいきまして、全体をもう一回検

討して再構築すべき時期にあるというふうにいたしております。ここのところで、

前回グランドデザインを提示するということも書いてございましたけれども、この

報告書とは何か別にグランドデザインが出てくるかのような誤解が生まれるんでは

ないかということもございましたので、７ページの下の２行ですけれども、このよ

うな問題意識の下、本報告書においてグランドデザインを提示することとしたいと

いうふうに趣旨を整理いたしました。  

  以上が、第１章でございます。  

  ８ページからが、第２章でございます。第２章の第１節で「消費者政策の理念」

というところでございますけれども、前回お出しいたしましたスケルトンでは、消

費者政策の転換ということで、保護から自立へという ことだけが書いてありました

けれども、ここは先ほど申し上げましたようなことで、前回お示ししたものの中で、

今回の見直しの背景というところでるる書いた市場メカニズムの充実とか、規制緩
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和とか、そういったものをもう一回、第２章の第１節の方に再整理をしたというこ

とで、少しここが膨らみまして、結果として中間報告で整理をいたしました筋立て

にほぼ沿った形に再整理をいたしました。 

  そういうことで、１つ目の（１）として「消費者像の転換－保護から自立へ」と、

それから９ページの方の（２）として「市場メカニズムの活用－事前規制から事後

チェックへの重点シフト」、それから 10 ページの方で３つ目の柱として「情報公開

と事業者のコンプライアンス経営」という３本立てに整理をいたしております。 

  まず、８ページの（１）のところで「１．消費者政策の転換」が ございますが、

その下５行ぐらいで全体像の総論を書いております。これは基本的な消費者政策を

やる必要性というのはずっと変わらない のだけれども、その中でやり方といったも

のが変化してきているのですという中間報告の歴史的な展開も含めた書き方を、こ

こでもう一度踏襲しております。  

  そのうちの１つとして、 「（１）保護から自立へ」 ということでございまして、

その中で特に「一方」以降ですけれども、規制緩和等の進展、あるいは市場メカニ

ズムの活用の話がございます。その中で、市場メカニズムの活用というのが、消費

者が市場において主体的に行動し、自由で多用な選択を行うことを可能とするもの

であるいうことを書きまして、その中で市場メカニズムを十分活用するためには、

まず事業間における公正な競争といったものが確保される必要があるということと、

その中で消費者が市場に参画をして、自らの利益を確保するように行動するという

ことを書いておりますけれども、それと合わせまして、これは行政が全く何もしな

いというような誤解のない ようにということで、最後のところで「同時に」という

ことで、行政は消費者のニーズのための環境整備を行うことが必要であるというも

のを付け加えてございます。 

  ９ページ、（２）、こちらは政策の、むしろ手法の方でございますけれども、市

場メカニズムの活用、それから事前から事後への重点のシフトということを書いて

ございます。最初のパラグラフは、消費者政策の基本的な考え方、つまり消費者と

事業者の間の相対的な立場の違い 、あるいは、情報力、交渉力の格差といったもの

を踏まえて支援をしていくというやり方、基本的な考え方を書いた上で、その基本

的な考え方は変わるものではないけれども、90 年代に入ってやり方が変わってきて

いるのです。という論理展開にいたしております。  

  そういった中で、従前のような事前規制を中心とする行政手法のみに依存するこ
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とは、なかなか困難であると 、これも中間報告で大体お示しした内容ですけれども、

そういう整理をいたしております。 

  その中で、このため事業者に対する規制を中心とした政策手法から、消費者と事

業者が市場において自由で公正な取引を行うためのルール、前はただ単に市場ルー

ルという言葉が出てきていまして、確かに市場ルールという言葉もいろんな意味合

いがあって、一概に定義するのは難しい のですけれども、ここでは基本的な、非常

に幅広い意味でこういう使い方をして、市場ルールというものの説明を試みており

まして、こういう市場ルールを整理をしていくと。それで、市場メカニズムを活用

する方向に重点をシフトする必要があるということを書いております。  

  それとともに、この市場ルールに任せるといっても、それでもうすべて行政が手

を引くということではございませんので、そこの誤解がないようにということで、

それに伴いということで、悪質業者の監視・取締りであるとか、あるいは救済であ

るとか、そういった事後チェック機能というのを、これまで以上に機能を充実させ

ていくことが一層重要であるということを書き加えてございます。  

  ９ページの「一方」以下のパラグラフでございますけれども、ここについては前

回のものにもございましたが、こういった市場メカニズムの活用というのは万能で

はございませんので、必ずしもそういったものの活用が適切でない領域といったも

のは、依 然として存在をしておって、そこでは引き続き行政の積極的な関与が必要

であるということを書いております。  

  その例として、これは前回にもございましたけれども、安全や健康といったよう

な分野といったものが、そういったものの一つであるということ。  

  もう一つ、下から３行目でございますけれども、「また」以下で、消費者取引に

おきましても、これも基本的には自由に任せておけばそれでいいということではご

ざいませんので、市場メカニズムがこういったところできちんと働くためには、そ

の適切かつ十分な情報提供、あるいは勧誘がきちんと行われるということが大前提

でございますので、そのために監視とか取締り等が不可欠であるということを新た

に加えております。  

  いわゆる弱者とも言われる方たちのものについては、「特に」ということで、高

齢者、障害者ということを書いておりますけれども、前回の委員会での御指摘もあ

った、未成年者といったものもここに書き加えさせていただいております。そうい

った方々についても、きめ細かい対応が必要だということを９ページの終わりから
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10 ページの頭について記載をしております。  

  ３つ目の柱として、「情報公開と事業者のコンプライアンス経営」ということで

ございますけれども、ここにつきましては、中間報告で指摘をいたしておりますも

のを再掲いたしております。 

  以上、３つの観点から消費者政策の転換を論じるという中間報告の整理に従いま

して、10 ページの真ん中辺り、「２．消費者の権利と消費者政策」という項になっ

ております。この権利のところにつきましては、特に前回お示しをしたものでは、

消費者が利益を正当に確保していくためには、Aか らFのようなものが重要である

というふうにいたしておりまして、なかなか利益なのか権利なのか など 、非常に読

んだときにリダンダントな感じがあってわかりにくいという御指摘もございました

ので、全体を整理いたしまして、消費者がポジティブに行動をしていくためには、

そのAからFといったことがまずもっと重要であって、これを権利として位置づけ

ていくと、そういったことを消費者政策を推進していく上での理念と考えるという

ふうな書き方に整理をいたしました。  

  併せまして、1 1 ページの方ですけれども、こういった権利といったものをどうい

うふうに実現していくかということで、１つは消費者自らが努めるべきだというこ

とは当然でございますけれども、それだけではなくて、事業者・行政の役割という

のも重要であろうということで、事業者はこれら消費者の権利を尊重した事業活動

に努めるということ。  

  それから、行政は、その実現のために政策を強力に展開をしていくと。こういう

形で、その権利を実現していくというふうに全体のバランスを取った記述にいたし

ております。  

  11 ページの「第２節  各主体の責務・役割」でございますけれども、ここのとこ

ろは１つは最初の総論が、４行書いてございますけれども、この中で行政、事業者、

消費者の各主体の話を書くと同時に、その中でこの各主体が相互に連携しつつ、そ

れぞれの役割を果たすという書き方をしておりまして、その相互の連携というのを

今回入れてございます。 

  いわゆる非営利団体等を始めとする、各種市民団体といったものの役割の重要性

の御指摘もございましたので、「また」以下にその文章を挿入いたしております。  

  それ以降の３者の役割のところですけれども、ここは前回お示ししたスケルトン

では、順番として消費者、事業者、行政という順番になっておりましたけれども、
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中間報告の中で、まず行政が出てきて、行政がしっかりやるということと。それか

ら、行政、事業者、消費者という順番で、中間報告のときに一度整理をしておりま

すので、順番としてはそちらに合わせております。  

  その行政の責務というのがAにございますけれども、ここは最初のパラグラフの

ところは前回お示ししたものとほぼ同じでございますけれども、その中で最後の方

で違法・不当行為の抑止・監視や、その後にそういったもののきちんとした取締り

といったものの重要性というものが指摘されておりますので、取締り等を確実に実

施する必要があると。ここは前は努めるべきであるといういい方ですけれども、行

政がそういったものを確実に実施する必要があるというふうに、もう少し強めの言

い方にしております。  

  そのあと「特に」という３行が、今回新しく入っておりま して、これは先ほども

申し上げましたけれども、全体として消費者政策の方向が市場メカニズムの活用と

いったものに重点がシフトしていくということになるわけですが、それは基本的に

市場メカニズムにもう任せてしまうというニュアンス、そういうふうに誤解がある

可能性があるという御指摘もございましたので、そういった中で市場ルールの整備

であるとか、あるいは自己チェック機能の拡充といったところを当然行政としては

一層強力に展開をしていくことをやって初めてこういった市場メカニズムの活用へ

のシフトがうまくいくという軸として展開をいたして おります。その意味で、この

「特に」以下の３行が今回挿入されております。 

  「B  事業者の責務」でございますけれども、ここについては細かい文言の修正

はありますが、基本的にこれは前回お示ししたものを踏襲しておりますが、細かい

ところでは 12 ページのところでポツが３つありまして、その後これだけではないと

いうことで、「 消費者への適切な情報提供、適切な苦情対応等を」 という、「 等」

というのを入れてございます。  

  また、「こうした責務を果たすための指針を示す自主行動基準の策定・運用する

こと等」 とありますが、これは自主行動基準を策定・運用することだけでこと足り

るというものでもございませんので、「こと等を通じコンプライアンス経営に努め

る」という文言を今回入れてございます。 

  これも若干細かい話ですけれども、「C   消費者の役割」の直前ですけれども、

最後が「必要がある」と、前は期待されるというような言い方をしておりましたけ

れども、これこれこういったこと等に努める必要があるといった言い方にしており
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ます。  

  ３番目が「消費者の役割」というところでございますけれども、これも前回お示

ししたものを基本的に踏襲しております。 

  以上が、各主体の責務・役割の話でありまして、それを踏まえて 1 3 ページの第３

節の「消費者政策の方向性」というところでございますけれども、ここはそう大き

な変化はございませんが、１つは第３節の柱書きのところで、これこれこういった

政策を強力に展開していくことが求められるといった形でしたけれども、不可欠で

あるとしております。  

  １．で「消費者の権利実現のための政策展開」というところで、例がAからDと

挙がっておりますけれども、その中で前回消費者教育といったものが、括弧書きの

中で少し書いていて、位置づけが弱かったということもございますので、Cとして

消費者教育の充実というのを例示として挙げてございます。  

  14 ページの方で、実効性確保のためにこういうことをやっていきますということ

が書いてありますが、このところは基本的に変更はございません。  

  いずれにしましても、この第３節は、これまでの理念編と、３章以降の政策編の

つなぎでございますけれども、また３章以下の御議論なんかも踏まえながらこちら

にフィードバックが出てくるということかと思います。 

  以上が、１章、２章の主な修正点でございます。  

  15 ページからが、第３章の「消費者政策の展開」でございます。ここは、中間報

告の「第３章消費者政 策の展開」 というのがありましたけれども、基本的にはそこ

で一応御議論いただいて整理をした中間報告をほぼ踏襲をしておりまして、若干文

章の整理、あるいは全体の項立ての整理というものをいたしております。 

  まず、「第１節  消費者の安全確保」でございますけれども、この安全確保のと

ころは、基本的には大きな変更はありませんけれども、第１節の最初のところに総

論を１つ入れてございます。ここは、前は事前規制の必要性というのをAとして立

てて書いてあったところなんですけれども、それを全体にかかる話ということで、

第１節の総論という形に再整理をいたしております。  

  「１．安全基準の整備」のところで「（１）安全基準の整備・拡充」とあります

けれども、ここは前の中間報告のときには、サービス分野におけるルール整備とい

うことで書いてありましたけれども、この中間報告にありましたサービス分野にお

けるルール整備の話、それからこういったものにおける基準の設定の重要性という



 

 11

ものを、安全基準の整備・拡充という項の中で合わせて整理をいたしましたけれど

も、中身としては変わっておりません。  

  「（２）リスク分析の普及・徹底」というところでございますけれども、ここに

つきましては、少し全体として書き方を整理はいたしておりますが、エッセンスと

しては変わっておりません。ここは１つは、前の中間報告のときには、このような

リスク分析の手法といったものを、ほかの分野においても活用するべきであるとい

う趣旨のことを書いておりますけれども、ここにつきましてはかなりリスク分析の

手法というのが多くの分野で、実際にはかなり進んでいるということもございまし

たので、そこについてはそういう言い方は今回は変更をいたしておりまして、1 6 ペ

ージの上の３行でございますけれども、安全基準の設定に当たっては、その科学的

評価、それから消費者の意見が適切に反映されるといった仕組みが必要であるとい

う言い方にしてございます。エッセンスとしては変えてございません。  

  「２．リコール制度の強化」でございますけれども、ここも大きな変更はないん

ですが、１点前回のところで、リコール要件の基準の明確化ということを書いてご

ざいますけれども、ここにつきましては、いわゆる何かあったときにフレキシブル

にリコール等に対応していく必要があるということで、その基準を事前に一律 に引

くというのはなかなか難しいということもございますので、ここではあえて要件の

明確化ということではなく、全体としてリコール制度の運用の強化というふうな整

理をいたしております。 

  前回では、ほかの分野でも制度化するべきであるというふうに書いてございます

けれども、リコールにつきましては、かなり多くの分野で取り入れられてございま

すけれども、新たな製品の分野でも必要に応じてというふうな言い方にしてござい

ます。  

  「３．危害・欠陥情報の収集・公表」でございますけれども、ここについては中

間報告とほぼ同様でございます。  

  17 ページでございますけれども、この中で「（２）行政から消費者への公表」と

いうところがございます。この中で、最後の２行ですけれども、このような行政に

よる情報提供の実効性を高めていく必要があるとなっておりますが、ここについて

は前の中間報告で公表権限を拡充するといった文言が中間報告ではございましたけ

れども、これはもう言葉だけの問題ですが、もともと公表する権限というのは行政

にある話でございますし、またそういう意味で公表権限の拡充という言葉がこなれ
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ておりませんでしたので、そういう言葉はここでは使ってございま せん。 

  「（３）トレーサビリティシステムの充実」、ここも大きな変更はございません。  

  18 ページの「４．販売業者の責務の明確化」でございますが、ここはどういうふ

うに役割を果たしていくのかということをもう少し明確にしようということで、

「このため」以下ですけれども、こういった情報を製造業者、消費者及び行政にフ

ィードバックする等の責務を担うという言い方にいたしております。 

  「５．消費者被害の救済」、ここは変更ございません。  

  「第２節   消費者契約の適正化」でございますけれども、ここは１つは全体とし

て総論をまず書き加えたということでございます。その中で、１点総論が 1 8 ページ

の下の方から 1 9 ページの頭の方にかけて何行か書いてございますけれども、そ の 1

9 ページの１番の情報提供義務に入る直前の２行ですけれども、「特に、消費者が

契約する際の事業者による情報提供、勧誘行為及び契約条項についてはトラブルが

多く、その適正化を図ることが必要である」と書いてございますが、この契約条項

というのは、今回新たに挿入いたしました。契約条項の話については、ここでは特

段のまとまった時間での御審議はいただいてお りませんが、この契約条項の適正化

の重要性というものは指摘をしておく必要があるだろうというパブ リックコメ ント  

の御意見等もございましたので、ここで契約条項という言葉も挿入いたしておりま

す。  

  「事業者の情報提供義務」について、（１）（２）とも中間報告と変えておりま

せん。  

  20 ページから「勧誘行為の適正化」ということですけれども、ここについても総

論を３行ほど書いてございます。その上で「（１）執拗な勧誘」は変えておりませ

んし、それから（２）のいわゆる特性に応じた勧誘、ここも変えておりません。た

だ、この（２）の最後の３行、「また」以下のところですが、日本語の問題として

少し整理をさせていただきまして、趣旨は全く同じなんですけれども、明らかに当

該取引に対する適合性を有しない消費者に対して、過大な危険を伴うものを積極的

に勧誘・販売してはならないという考え方の導入を云々ということで、書き方を少

し整理をいたしましたが、エッセンスとしては同じでございます。  

  21 ページの「３．競争政策との連携」、その下の「４．指定商品・指定役務制の

在り方」この辺は中間報告の議論等をそのまま踏襲しております。  

  22 ページの「５．消費者信用の適正化」ですけれど も、ここについても変えてお



 

 13

りません。抗弁権接続という言葉が少し難しいので、注 10 という脚注を挿入いたし

ております。  

  22 ページの「第３節   消費者教育の充実」、ここは年明け以降に新しく御議論を

いただいたところを加えたものでございます。ここにつきましては、まず最初に３

行、全体として消費者教育の重要性というのを述べておりまして、その上で部会で

御議論をいただいた流れに沿って整理をいたしておりまして、まず「消費者教育の

機会の拡充」ということで、（１）が「学校における消費者教育の充実」というこ

とで、時間数も減って きている中で、総合的な学習の時間等も使って教育の充実を

図ろうということを述べております。23 ページの（２）が、学校以外の社会人に対

する消費者教育の充実ということで、国 民生活センターとか、消費生活センター、

消費者団体等、いろんなところで行われておりますけれども、そういった中で十分

対象者の広がりを持たせる必要があるということで、部会でもございましたような、

「出前講座」の開催等といったことも含めて、こちらから出向いていって届けると

いったタイプの消費者教育の重要性、それからいろんな情報を与える際のツールと

して、インターネット、あるいはマスメディアといったものの活用といったことを

書いてございます。  

  ２つ目の柱としまして、内容の充実ということで、そのうちの（１）が教材の開

発・提供ということでございまして、どんどん消費者問題というのが変化をしてお

りますので、それに対応して迅速に教材の開発、それから現場への提供をする必要

があるということを述べております。  

  （２）では、体験型学習、その中身の教育のやり方の問題で、23～ 24 ページ目に

かけてですけれども、いわゆる今は講義式が主流になっている中で、もう少しいわ

ゆるロールプレ イングといったものをもっと活用すべきであるとうことを書いてご

ざいます。 

  ３番目の柱としまして、今度は担い手、実際その教育を担う人たちの強化という

ことでありまして、「（１）教員等の資質の向上」と書いてありますが、いわば学

校、消費者団体、ＮＰＯ、いろんなところで消費者教育を担っておられますので、

そういう人たちの資質の向上というのが必要であるということで、そのうち特に学

校教育について、その教員の方々の知見を高めるための方策が必要であるというこ

とで、研修の話、あるいは教員養成過程における消費者教育関連科目の履修の促進

といったことを書いてございます。 
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  （２）として、そうした担い手の連携を強化する必要があるということを書いて

おります。 

  （３）として、そういったさまざまな連携を するに当たっていろいろな情報を、

きちんと集約をして、発信していくという機能が重要だということで、それをリソ

ースセンターというふうに呼んでおりますけれども、そういった役割の重要性をこ

こで書いてございます。こういうことで機会の拡充、内容の充実、それから担い手

の強化といったことで、消費者教育全体を整理いたしております。  

  25 ページの方で、「 第４節   苦情処理・紛争解決」というところでございますけ

れども、ここにつきましては、基本的に中間報告と変えておりません。若干変えま

したところを御紹介いたしますが、１枚おめくりいただきまして、 2 6 ページ、 2 7

ページの辺りでございますけれども、26 ページの下の方で（２）で「行政による苦

情処理体制」というのがございます。ここのところで、これが 26 ページの下の方か

ら 27 ページの前半にわたって文章が入っておりますけれども、その中で３．にいく

直前の４行ぐらいなんですけれども、国民生活センターが都道府県・市町村の苦情

処理を支援する責務を有することを指摘していると。その後、このような役割分担

の下という文章を挿入いたしましたのと、その後、増大し多様化・複雑化する消費

者苦情に適切に対応していくためには、市町村、都道府県、国民生活センターがそ

れぞれの責務を果たしていくことが不可欠であるというふうに書いてありますけれ

ども、ここについては中間報告の中ではその役割分担といったものを法的に明確化

するべきであるという文章がございました。これは消費者保護基本法でどういうふ

うにするかということの先触れということで書いておりますけれども、全体の整理

の中で次回御議論いただくことになりますけれども、第５章として消費者保護基本

法の見直しという章が後ろの方に出てきますので、そちらの方でまとめるというこ

とで、ここではその文章は省略いたしております。  

  ３番のＡＤＲの整備のところは、ここは変わっておりません。したがって、27、2

8 は変わっておりません。  

  29 ページですけれども、４番の仲裁の話がございますが、その前に実は中間報告

におきましては、消費者保護基本法における位置づけというDという１つの項がご

ざいまして、その基本法の中において、どういうふうにＡＤＲを位置づけるかとい

う話が書いてあるんですけれども、これも先ほどと同じことでございまして、後ろ

の方でまとめました第５章の消費者保護基本法の見直しというところとほぼ重複し
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てまいりますので、そちらの方でまとめて整理をするということで、ここからは整

理の都合上落としてございます。  

  仲裁のところは、これはほぼ前回と同じでございますが、その中で少し丁寧に書

きました。最初の１パラのところは、「しかし」以下で、仲裁合意といったものが

当事者の訴権を失わせるという重大な効果を持つ一方でというところですけれども、

その問題点をも う少しわかりやすくということで、消費者・事業者間に情報力・交

渉力の格差が存在することから、消費者が十分認識していないうちに事前仲裁合意

が締結されるなど、消費者にとって不利となる場合があるということが懸念される

んだという中身を少し丁寧に書きました。 

  「このため」以下のところは、現在司法制度改革において、その法制といったも

のがかなり進んできておりますので、その進捗に合わせまして、前は仲裁法整備の

動向を踏まえるといった書き方をしておりましたけれども、既に話が少し進んでお

りますので、司法制度改革において法制が整備される仲裁制度の利用状況を踏まえ

といったふうに、現在に合った言い方にさせていただいております。 

  30 ページからが第５節ということでございまして、ここは新しいところで、年明

けに御議論をいただきました、ＩＴ化、国際化、環境問題ということをまとめてお

ります。前回のスケルトン案では、ここは経済社会の変化への対応といったような

タイトルにしておりましたけれども、なかなかそれだとイメージが湧きませんので、

「ＩＴ化、国際化及び環境問題への対応」というタイトルにいたしております。 

  最初の４行に総論を書いた上で、１つ の柱として「ＩＴ化の進展への対応」とい

うことでございます。ここも部会での御議論をほぼ踏襲をしておりまして、（１）

がＩＴ化の進展が消費者問題といったものに、どのように影響があるのかというこ

とで、これこれこういったようなことで、生活に大きな影響を与えているというこ

とを言った上で、「しかし、その一方で」ということで、匿名性、あるいは迅速性

等々、こういった特性もあり、なかなか難しい問題が生じてきているということを

書き、それを踏まえて 30 ページ目の上の５行では、データの紹介をしております。 

  その上で（２）として、 「ルール等の整備」ということで、これまでこういった

ＩＴ関連でどのような法整備等が行われてきたのかという取り組みを書いた上で、

しかしながらということでＩＴ化に伴うトラブルというのは 依然として多いという

ことであります。また、その技術の進歩も非常に早いということで、こういったい

ろんな取り組みがなされておりますけれども、それをきちんと運用するということ
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と、それが本当にちゃんとワークしているのかどうかというのをきちんと検証して、

必要に応じてどんどん整備を行っていく必要があるということを書いてございます。 

  32 ページの方でございますけれども、（３）として、ＩＴに関する情報提供、そ

れから消費者教育の重要性について書いてございますけれども、ここについては特

に３つのパラグラフがございますが、最後のパラグラフで「このため」というとこ

ろがありますが、ＩＴに関する情報提供、あるいは消費者教育の充実の必要性を書

くと同時に、「その際」と書いてありますけれども、ＩＴというの は中身がどんど

ん進んでおりまして難しいということもあり、相手方、受ける側の理解力、あるい

はＩＴを使いこなせる人、そうでない方、いろんな方々がいらっしゃるわけですの

で、そういった差というものに十分配慮したきめ細かい施策を講じる必要があると

いうことを書いてございます。  

  その下の（４）は、苦情処理・紛争解決ということでございまして、ＩＴ関連の

トラブルに関する相談窓口の拡充の話、あるいは特に国境を越えたトラブルという

のも非常に多いものですから、それに伴う国際的な連携の重要性ということを書い

てございまして、国際的連携については、その下に注の 1 8 ということで、ＯＥＣＤ

等においてそういったガイドラインが策定されたりしているという動きについての

動向をフォローしております。  

  33 ページの（４）で、ＩＴを活用した政策の展開ということでありまして、消費

者政策の中においてもＩＴを積極的に活用しようということで、例えばということ

で、各省庁でいろいろ持っている、消費者トラブルといったものを、できるだけ集

約化・ネットワーク化をして、総合的に活用していくといったような話、あるいは、

国際的な情報のネットワーク化といったことが書いてございます。  

  以上がＩＴ化でございますけれども、２つ目としまして、3 3 ページの真ん中の２．

として、「国際化の進展への対応」というのがございます。  

  （１）が「国際化の進展と消費者問題」ということで、部会でも議論がありまし

たけれども、輸入品といったものが非常に増えていて、安全に対する不安があると

いうこと。 

  もう一つは、インターネット等を通じて、消費者が海外と直接取引をするという

形態が増えてきているということに伴う問題が生じてきているということを、サー

ベイをいたしております。  

  それを基に 3 4 ページですけれども、（２）として「輸入品の安全性の確保」とい
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うことで、日本の中にあふれている輸入品の安全を確保するために、どうするべき

かということで、検査監視体制の強化の話、あるいは国際的な取組の重要性といっ

たようなことを書いてございます。 

  その中で、例えばＩＳＯだとか Cｏｄｅｘといった国際機関による取り組みもあ

りますので、それにつきましては下の方の注の 2 0、あるいは 2 1 といったところで、

最近の動向を紹介しております。  

  （３）は、国境を越えた直接の事業者との取引に伴うトラブルの予防ということ

でありまして、信頼できる事業者を識別するためのマーク制度の話、あるいは国境

を越えた国際的な対応の強化ということで、被害に関する情報提供、捜査協力とい

ったものについての国際的な連携の必要性といったことを書いてございます。  

  （４）として、実際の苦情処理、あるいは紛争解決ということでございますけれ

ども、これにつきましても、特に国内外のＡＤＲ機関のネットワークづくり、ある

いはそういったものが重要であろうということを書いてございまして、その１つの

例として 3 5 ページの下の方で注の 23 ということで電子商取引推進協議会といった

ところがアメリカと連携をしてＡＤＲをやっているという例を紹介をいたしており

ます。若干ＩＴと重複しますけれども、国際的な紛争解決体制の強化ということを

書いてございます。  

  以上が国際化でございまして、最後に 3 6 ページ、 3 7 ページのところで、「 消費

者政策における環境問題への対応 」ということを挙げてございます。 

  ここでは、（１）で環境問題と消費生活の関連ということで、環境問題というの

は国民の消費活動による影響が非常に多いということで、日常の消費生活において

も省資源・省エネといった環境に配慮した行動というものが大事だということ。 

  （２）では、環境問題への消費者の参画という観点でございまして、消費者の環

境問題への意識の高まりの中で、リサイクルとかグリーンコンシューマーとか、さ

まざまな運動に対して消費者の積極的な参画、あるいはその役割といったものが非

常に重要になっているという記述をしております。  

  それを踏まえて、消費者の環境配慮型行動といったもののための消費者政策 を展

開するというのが（３）でございまして、今申し上げましたようなことを促進して

いくための環境ラベル制度の整備であるとか、さまざまな情報の提供、あるいは消

費者教育、消費者啓発といったものの重要性を指摘いたしております。  

  以上のような形で、１章から３章を整理いたしておりまして、これに基づき実効
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性確保等以降につきましては、次回４章 以降で御検討いただきたいということでご

ざいます。ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。  

○落合部会長   どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御説明を踏

まえて御議論をいただきたいと思いますが、あと１時間ちょっとの時間であります

ので、審議の効率化を図るために、まず３章というのが本日御議論いただくメイン

の部分であると。３章の中でも、この３節の中の消費者教育と、５節のＩＴ化、国

際化及び環境問題への対応と、これは新しく中間報告以後にこの部会において議論

しました結果をまとめたものであ るということで、これは新しい部分でありますの

で、この部分はまさに３章の中でも主たる議論 の対象になると、３章のそれ以外の

部分につきましては、基本的に中間報告というものに対するパブリックコメント等

を踏まえて、基本的には中間報告をベースにして若干の手直しを加えたという部分

であります。  

  そして、１章、２章につきまして、これは前回も委員の中から御指摘がありまし

たように、言わば各論の具体的な中身というものがどうなのかということが決まら

ないと、結局最終的には総論的な部分が固らないという部分がありますので、そう

いう意味 ではこの総論の部分は更にまだ部会としては、４章、５章というのが残っ

ておりますので、それらの議論を踏まえてまた修正があり得べしという部分である

ということですので、そういう意味では、１章、２章につきましては、まだ内容が

十分動き得るというものでありますので、基本的な部分についてもし御意見があれ

ば言っていただき、本日は３章を中心に議論をしていただきたいと思っております。 

  では、まず最初に１章、２章の修正部分があるわけですけれども、この点につき

まして特に御発言があれば。 

  加藤委員、どうぞ。  

○加藤委員  要領よく段取りますので、よろしくお願いいたします。３ページでご

ざいますけれども、「家族、ライフスタイルの多様化」のところは、大分前よりは

充実してきたと思っているんですが、今日の資料の資料２の 1 2 ページを拝見しまし

ても、被害者の年齢割合というのが、断トツに若年の 20 代が多いです。それから 3

0 代。そして、高齢者の方も増えていって、中間がへこんでいます。ここのところ、

ですから本文の３ページの（３）の一番上の高齢の消費者トラブルに遭うケースで

はなくて、高齢者、弱年層の消費者のトラブルに遭うケースが増加しているという

ふうに書き直していただきたいと思います。  
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  そうすると、少子・高齢化という上の方の文章とくっ付くのかということにもな

るかと思うんですが、そこまでいじり直すと大変かなと思って我慢しますが、少な

くともそこだけは最小限。  

  それから、いろいろ評価したいことがありますが、それは省きます。注文だけで

済みません。1 0 ページですが、消費者の権利のところです。これは、消費者取引と

いう関係から見てくると、こんなものかなと思うんですが、今後の議論になるんだ

ろうと思うんですが、例えばコンシューマーズインターナショナルは健全な環境で

生きる権利といったようなことを言っています。これを健全な環境で生きることと

いうのを、後段 のこれからの 環境問題をこの基本法の中で位置づけていくときには、

消費者としては位置づけてほしいし、健全な環境で生きる権利ということを議論の

対象にして入れていただきたいと思っております。それから、取引をする以前にま

ず生きていかなければいけないわけで、これもコンシューマーズインターナショナ

ルは、生活の基本的ニーズという言葉で言っていますが、日本語で言えば生活の基

本的充足がされることということが議論してもらえないものか、最初か らずっとこ

だわってきたことです。 

  それと、日弁連さんなんかもおっしゃいっていますが、団体を構成して活動する

ことも消費者の権利ではないかというふうに、後段の団体訴権の関係や何かが出て

きたときに議論になるのではないかと思いますが、その３つの別のプラスαを消費

者としては権利として位置づけることを議論してほしいと思います。 

  それから、1 1 ページの第２節の上から３行目の、また非営利団体を始めとする各

種団体の役割も重要であるということで、これは何か思い出しますと前回福原さん

か福川さんがおっしゃっていたことを大変尊重なすって、これはこれで私は配慮は

わかるのですが、そういうことで出てきたんだと思うんですが、突然ＮＰＯという

組織の形態のところが出てくるんです。そんなこと言うんでしたら、事業者も有限

会社も株式会社もあるんで、ここでこういうふうに出てくるよりは、形態で言うよ

りは、まずは突出すべきは役割を果たすべき消費者団体ではないかと思うので、ま

た消費者団体を始めとする各種団体の役割というぐらいに直してもらえないかと思

っております。  

  12 ページの上の行で、事業活動において事業者がやることを書いてくだすってい

るわけですが、是非事業者の皆さんにお願いしたいのは、既にやってらっしゃるわ

けですけれども、消費者からの問い合わせに対する適切な応答といいますか、ただ
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それを情報提供というのはかなり一方的にやろうと思えばすうすうとやれるんです

が、こちらからアクセスするときの、必ずしも苦情にはならない対応というのもあ

ると思うので、もう少しここは幅広にやっていただけないかなと、気になりました

ことは大体そんなことです。 

  もう一つは、12 ページのCの「消費者の役割」の一番最初の２行です。これは未

成年者だの高齢者だの、いろいろなハンディのある人 もいらっしゃるので、ここを

こういうふうにぴちっと強く言ってしまっていいのか、非常に表現ぶりとしては厳

しいなと思っております。ここは感想にとどめます。ありがとうございました。 

○落合部会長   どうもありがとうございました。ほかに、田中委員、どうぞ。  

○田中委員  この前スケルトン案というのを見せていただいて、中間報告から見る

と、後退したような印象も受けたんですが、本日のこの資料 を見せていただいて、

非常によく整理が進んでいるとトータルとしては思いました。 

  落合先生がおっしゃったように、全体を議論した上でもう 一度見直すという作業

の中でふれることかと思いますが、そのための 問題提起みたいなことで、消費者政

策というものを 21 世紀において我が国で取り上げることの重要性といいますか、そ

ういう一番ベースになるような出発点のところをもう少し強調した方がいいんでは

ないかという気がしております。つまり 2 0 世紀の後半、敗戦後、産業立国で、産業

を育成して、それによって日本の国を高め、それに付随して消費者も豊かになって

いくというような、流 れを主導する 21 世紀は消費者がいかに豊かな暮らしを、豊か

というの は別に物量的に豊かというだけではな いと思うんですけれども、クリエー

ティブに 営める のかということが、日本を進歩 させるベースになるんじゃないか、

ちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、そんな気がしているんです。  

  そういう社会をつくるためにいろんな産業や 、新しい技術 が、活かされ、発展し

ていくという、消費者主導といいますか、国民の生活 向上が 国の在り方 を主導する

というこ とが必要なんではないか。そのためには、消費者が自立してクリエーティ

ブな消費生活を営むべきであるし、そのための社会システムを整備するべきである

というような考え方の組み立てが、一番 ベースのところで必要なんではないかと考

えます。  

  経済面でいっても、ＧＤＰの６割が消費ということでありますから、 これがどう

発展する かということが経済成長の決定的なポイントになることも間違いのないこ

とで、今までのように輸出 のみが日本経済の成長の原動力だというのでは困る。日
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本の優れた製品・システム を外国に広げていくということは必要だと思いますけれ

ども、国 内をいかに成熟さ せ豊かにするのか、そのために消費者のステータスをど

れだけ豊かに高めるのかということが、ここでの中心 となるべきだ。ちょっと面映

ゆいし、少し言い過ぎや、言い足りない面があると思いますけれども、経済社会が

変化したから消費者政策を変更する必要があるという以上に、そういう趣旨を強調

すべきだ という気がしているんです。  

  皆さんどういうふうにその辺をお感じになるのか、この答申の打ち出し方のスタ

ンスなり姿勢として、考えるべき問題ではなかろうかということを感じましたので、

問題提起として申し上げておきたいと思います。今、議論していただかなくても、

トータルでまとめるところで取り上げていただければというふうに思います。  

○落合部会長   ありがとうございました。 

  福川委員、どうぞ。  

○福川委員  １章、２章ということでございますが、まず８ページの第１節の１の

（１）の消費者像の転換と書いてありますけれども、この消費者像というイメージ

ということなんですが、これがいいのか、ちょっとイメージというと何か書いてあ

る内容はむしろ消費者の立場というか、地位というか、そのような気がして、像と

いうとイメージなんでそれがふさわしいのかどうかという気がいたしますので、御

検討いただければと思います。  

  ９ページの最後のパラグラフ、「一方、市場メカニズムの活用が必ずしも適切で

ない領域」というのがありますが、ここは事前規制から事後チェックへの転換とい

うことがある前提で、こういう市場メカニズムの活用が必ずしも適切でないという

ところもありますが、これも活用が適切でない領域もありますけれども、市場機能

を活用するが、そこで補正をしていかなければいけないと、例えばある安全の規制

ということがあっても、その中では規制を守った上では市場メカニズムが働くとい

うことになりますから、あるいは例えば市場メカニズムを補正しとか、あるいは活

用が必ずしも適切でない領域というか、少し正確に書いた方がいいかなという気が

いたします。  

  ここでふさわしいかどうかわかりませんが、例えば独禁法の適用のように、やは

りちょっと企業の方もちゃんと競争して、変な価格をつり上げたりとかしないよう

にというところもありますから、あるいは市場の枠組みを整備し、あるいは市場メ

カニズムの活用が必ずしも適切でないか何か、少しここも事態に応じてちょっと適
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切に書いていただいた方がいいかなという気がします。 

  いろいろ御議論が展開している 1 0 ページの消費者の権利ですが、これが本当のい

わゆる一般的な法律上の権利かどうかという点が、どうもよくわかりませんし、例

えば情報公開なんかは、特別の請求権という言い方をたしかしていると思います。

ですので、これは勿論法律上の問題ですので、部会長が専門でいらっしゃるわけで

すが、この権利というのはいわゆる本当の一般の権利で、例えば現状回復の権利だ

とか、あるいは請求の権利だとか、いろいろな形の権利とは必ずしも一致しない特

別の権利ですから、これは一つ一種の特別の権利なんだというんであれば、特別の

権利だということを一応みんなで合意をしておくというようなことが必要かと思い

ますが、ここに６つ書いてありますが、これも消費者教育を受けられることと言っ

ても、ただちょっとでも受けられればいいのか、どういうことになっているのか、

必ずしもはっきりしませんので、これが本来の法律上の意味でいうと、ちょっと権

利とは言いにくいんだろうと思いますが、地位というのか利益というのかわかりま

せんが、一種の特別の権利なら特別の権利だということで合意をしていったらいい

かなという気がします。 

  以上です。  

○落合部会長   どうもありがとうございました。ほかに、有馬委員、どうぞ。  

○有馬委員  ありがとうございます。前回欠席いたしましたので、もし御議論をな

さってらっしゃいましたら失礼でございますが、11 ページのところの行政の責務の

ところでございますが、非常によく書かれていると思うのでございますが、例えば

情報の提供というのはここには入るようなものではないのでございましょうか。 

  そのことは、1 3 ページの「消費者の権利実現のための政策展開」というところと

も関連してくると思うのですが、そこにも例えばCで消費者教育の充実というのは

入ってございますが、情報の提供ということは入っていない。その情報の提供とい

うことは、今、福川委員も御指摘になりました権利のところとも関係してくると思

いまして、全般 として情報格差ということが触れられているわけでございますから、

どこかそのようなところも入れてはいかがかと思いました。  

  以上でございます。  

○落合部会長   どうもありがとうございました。それでは、浅岡委員、どうぞ。 

○浅岡委員  まず、１つには田中委員が御指摘されました点 に、私も賛成をしたい

と思います。日本の成熟化社会、品のいい社会に向けて今、遅まきながら立ち上が
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るという視点が期待されると思います。  

  個別の話になりますが、１つ事実的な記述の中で、５ページの上から６行目に「資

産形成取引に伴う問題が急増した」というところで、8 0 年代後半となっていますが、

これは後半を取っていただくことが必要かと思います。86 年に特定商品等の預託等

取引契約に関する法律ができたとなっていますが、このように速やかに 対応したの

ではなく、豊田商事事件等も含めて 80 年代の早い時期から問題が 起こっておりまし

た。それが前回申し損ねた細かい点です。 

  ２つのことを申し上げたいと思いますが、１つは情報についてで あります。権利

を理念としてとらえるということにいたしましても、1 0 ページのところで必要な情

報を知ることができることとなっていますが、それを踏まえて 12 ページに事業者の

責務としてありますが、そこに幾つかポツがある中で、下から２つ目に入れていた

だくのがいいかと思いますけれども、その上にあります消費者への適切かつ迅速な

情報提供という、事業者側 からの問題だけではなくて、消費者の求めに対して適切

に応答すると、そういう責務を事業者として持っていただくと。そして、1 2 ページ

のCのところの「消費者の役割」としまして、消費者が自ら主体的にかつ自己責任

の下で判断をするためには、必要な情報を得て主体的に判断をするということです

が、自らの前に必要な情報を得てというふうに入れていただきたいと思います。 

  13 ページに「消費者の権利実現のための政策展開」としてありますところの、市

場ルールの整備の中の法制度の整備とあります。これがどういうことを意味してい

るのかもお教えいただければと思いますけれども、ここに情報に関連する基盤整備

といいますか、今、有馬委員のおっしゃったことが反映してくる問題があるのでは

ないかと思います。  

  情報について横断的にしっかり位置づけていただきたいということと、それから

もう一つ次回の議論になると思うので申し上げますけれども、消費者団体の役割は

非常に重要になってくるわけです。その観点から、10 ページのところに加藤委員が

おっしゃいましたように、消費者団体を組織し 行動す る権利として入れていただく

ということとと もに、合わせて 11 ページに行政の責務として、先ほど有馬委員が情

報の提供といいますか、情報伝達のための整備もありましたが、消費者団体が活動

しやすくするための支援・基盤整備等を明示していただきたいと思いますし、1 3 ペ

ージの政策展開の中にも消費者団体への支援等の問題というのを入れておいていた

だきたいと思っています。  
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○落合部会長   ありがとうございました 。  

  １章、２章につきまして、特にあれば。大羽委員。  

○大羽委員  自主行動基準に関しましては、第４章を審議した後また戻ってくると

いうことだと思うんですが、１つ御指摘しておきたいのは、1 2 ページのところに事

業者のことが書かれていまして、そこの中に自主行動基準を策定・運用すること等

を通じコンプライアンス経営に努める必要があるというふうに書いてございまして、

その後に事業者団体の責務が書いてございます。 

  その後２ポツがありまして、上の方のポツが、苦情対応と紛争解決の仕組みの整

備ということで、これはまさに事業者団体が最も得意とするところです 。前々から

議論がありました、事業者団体のアウトサイドはどうするのかとか、そういう議論

はまたあるわけでございましょうけれども、事業団体としてはこれが求められるの

はたしかだと思 います。上の事業者の個別の書き方と、その下の２ポツ目の事業者

対応の指針を示す自主行動基準の策定運用ということが同じことが書かれているわ

けですけれども、もともと自主行動基準というのは、事業者が自分の行動をどうす

るかということをきちっと自ら書かなければいけないということでございますので、

事業者団体が書いたものを そのまま写しても、これは魂入れずということになるわ

けですから、この書き方ですが、事業者団体の団体加盟の事業者に対して、自主行

動基準を策定・運用するように推進するということになろうかと思うんですが、上

と同じ書き方になっておりますので、多少そこのところが気になったという御指摘

でございます。  

○落合部会長   それでは、本日の３章の方に移らさせていただきます。３章は、先

ほどちょっと触れましたように、まず新しく御議論をいただく部分、つまり中間報

告には盛り込まれていなかった問題に関連して、22 ページの「第３節   消費者 教育

の充実」、これが 2 5 ページの最初のパラグラフまで続いておりますが、この部分に

つきまして最初に御議論いただきたいと思いますが、宮部委員、どうぞ。 

○宮部委員  この前も申し上げたんですが、消費者教育といった場合に、今度の教

育基本法の中でも、家庭教育というのは非常に大きく取り上げられているわけです。

ここで言いますと、学校でおやりなさい、社会人に対する教育をちゃんとしなさい

と、内容はこうですよと書いてあるんですが、やはり基本的に家庭内の教育という

のは無視できないだろうと。これは１項目つくるという問題ではなしに 、もっと普

遍的な問題ですから、どこかにちょっと入れる必要があるのではないか、そんなふ
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うに考えます。  

○落合部会長   ありがとうございました。ほかに、この消費者教育に関しまして、

では野村委員、どうぞ。 

○野村委員  担い手の強化というところで、消費者団体が出てくるんですけれども、

資質の向上とか、連携強化という、こういうとらえ方なんですけれども、先ほど浅

岡委員や加藤委員からも出ていましたけれども、やはりそういう団体をつくること

とその活動をすることを、容易にできるような環境をつくるといいますか、国がそ

ういうことをやるということが必要なんじゃないかということで、この後環境とか

国際化のところには必ずしも消費者団体に対する言及はないんですけれども、そち

らの方でもかなりこれから重要な役割を果たすべきではないか。あるいは、そうい

うことが期待されるのではないかということで、この次の団体訴訟はまさにそうい

う問題になると思うんですけれども、ある程度、これはさっきの第１章、第２章の

方に関わってくるんだと思うんですけれども、全体の議論の後で結構なんですけれ

ども、消費者団体に対する国の扱いといいますか、そういう点についても若干見直

していただければというふうに思います。 

○落合部会長   加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員  今、宮部委員がおっしゃいましたことごもっともだと思います。2 2 ペ

ージの、ちょっと消費者教育の方に飛んでしまっていいですか、せっかくおっしゃ

ってくだすったので、私も大事だと思います。家庭、地域、職場、学校といったよ

うに、いろいろな場面において、そして年齢的にも幼児のときから高齢者になるま

で、あらゆるチャンスをとらえて本人が学習する機会を確保されるという、そうい

う書きぶりにここをしていただいて、当然どうしてもそうなりますとマスとしての

学校教育の充実というのが出てきますが、そこの前置きのところでそういう配慮を

していただけたらと思っております。  

  それから、同じ教育の 23 ページでございますけれども、かなり消費者団体も頑張

って、機関紙を通じたり、ゼミナールをやったり、お茶の間学習をやったりしてい

ますので、ここも社会人に対する消費者教育の担い手は、かなり地域での消費者団

体が頑張っていることで、センターなどもやってくださいますが、共同することも

あるので、教育を自主的・自立的にやっていく主体者として、社会人教育の中の消

費者団体 をキーワードとして入れていただきたいと思います。 

  そうして、24 ページの担い手の強化のところでは、強化するだけではなく、かな
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り拡大していっていただきたい。特に企業人に対しては、学校教育の中で今働いて

くだすっている人たちは、消費者教育を受けない世代ばかりです。そういう人たち

が後追いながらも消費者教育を受けるチャンスというのは必要なので、これは強化

だけではなく、担い手の拡大が必要ではないかと思います。  

  そういう意味では、（１）の教員の資質だけではなく、消費者教育の担い手のと

いうことになるのではないかと、例えば家庭だと、子どもに対しては両親だの祖父

母だの、いろんな人たちがそうなりますし、地域においては自治会のメンバーもみ

んなそういうことがお互いに高め合う、日弁連も出前学習をする。相談員の皆さん

も出前学習をするということで、非常に頑張っていますが、まだまだここの量が少

ない。それから、資質は当然向上しなければいけないし、その連携強化というのも

十分（２）で必要なので、そこの書きぶりをもう少し強めていただきたいと、消費

者教育については思っております。 

  特に大学などで、消費者問題とか消費者運動とか消費者政策などといったような、

講座もすごく不足していると思うんです。例えば、産業論に対してはいろんな講座

がたくさんあります。そして消費者を買い手としてとらえて、どのようにターゲッ

トとしていくかといったようなデータマイニングを始めとした、産業政策の学問は

日本ではすごく進んでいるけれども、消費者のための視点を持った大学教育という

のをもっと進めていく必要があるんじゃないかと思って、この辺は御専門の先生方

が右左にいらっしゃるので、お願いしたいわけです。  

○落合部会長   ほかに、田中委員、どうぞ。  

○田中委員  今おっしゃったことと関連するんですが、消費者教育の内容の充実と

いうのがありますが、どういう内容なんだということは書いてないんですね。エレ

クトロニクスの発展による、いろいろな複雑な問題に対する対応というようなこと

は必要ですけれども、もう少し基本的な立場で 、我々がまさに議論している、 自己

責任の立場で君らはこれから生きていかなければならないのだよということですね。

そこから出発した体系が必要なんだろうという気がするんです。ま た、 環境問題に

も関係がありますけれども、2 0 世紀の浪費型消費というようなものに対する評価を

明確にして、持続可能な社会の中での消 費というような問題を、どういうふうに消

費者として考えていくのかという こともあると思うし、いろいろ高度化する取引に

対する自己責任の取り方の技術ということも当然あるだろう と、ある程度中身 にふ

れること が必要なのではないかという気がしているんです。それら について、教え
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る側の能力の向上を具体的に計らないと、単に抽象的に能力の向上といっても無理

でしょうからね。その辺はどの辺まで踏み込んで記述するのかという問題がありそ

うに思います。  

  これは、専門的にちゃんとカリキュラムの在り方や教える側の育成の仕方とか、

専門的か つ、体系的な提言が必要になるような、そういう性質の問題であると 思う

ので、我々としてはどこまでをこの答申で取り上げておくのか。少なくともメイン

ターゲットは、さっき思い付きで幾つか言いましたけれども、入れるべきではなか

ろうかという感じが私はしております。  

  そういう意味で、宮部さんのおっしゃった家庭内の問題というのは、私も非常に

痛感しておりまして、今の若い者のいろんな問題点の責任の 多くは、我々、戦後世

代の親の「しつけ」にあるんじゃないかと反省する点が多いので、今の消費者教育

の在り方 については、 教える側の人間、先生だとか親だとか、そういう社会の側が

はっきりコンセプトとして持たないと、どう充実するのかというのがはっきりしな

いんじゃないかというような印象があります。もう少しその辺を体系的に書いてい

ただけるとありがたいという気がいたします。  

○落合部会長   非常に貴重な御指摘だと思います。非常に重要な問題なんですが、

これは消費者政策全体の見直しであると、それは法的には消費者保護基本法の見直

しというものに結び付くと、そうするとそこで挙げられるべきテーマは、１つずつ

が非常に重いんです。これは、それぞれ１つずつが言わば消費者政策部会の２年間

の検討の対象になるべきテーマに十分なり得るようなものがいっぱいこの中には出

てきているということがあって、確かに田中委員が指摘されているとおり、それぞ

れについての体系的、徹底的な分析を踏まえた上で全体的な提言ができることが望

ましいので、それを目指してこの部会としてもやっておるわけですけれども。  

  したがって、それが非常に望ましいですが、限られた２年間の期間内に非常に大

きな大問題がいっぱい入っている中を、全体にアンブレラを被せなければいけない

ということがあるがゆえに、やはり今、田中委員のような御指摘を十分報告書とし

ては理解した上で、あるいは十分それを認識した上で、かなり大きな問題を取り上

げているんだということを、それぞれの問題ごとに部会としては十分認識した上で、

至らない部分というはやむを得ない部分があるわけですけれども、そういう問題の

認識はあるんだというのは、この消費者教育に限らず、重要な大きな論点がほかに

いろいろあるわけなんで、それを含めての御指摘というふうに受け止めて、部会と
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してはやっていきたいというふうに思います。  

  大羽委員、どうぞ。  

○大羽委員  今の田中委員のお話との関連なんですが、学校における消費者教育の

在り方の問題からすると、更に言えば２、３点の問題指摘があるところです。  

  １つは、教育養成系大学における、大学の教育になるわけですけれども、これは

24 ページに教育の資質の向上、担い手の強化というところで明確に出ておりますか

ら、よろしいと思います。 もう一つの問題としては、現在の小・中・高等学校にお

けるカリキュラムの問題をどうするかという問題で、これは 2 2 ページにこう書いて

あるんですが、多少歯切れが悪いというのは、公民とか家庭科、それから総合的な

学習の時間というような形で、何かここが常々 学校教育における消費者教育の問題

については、明確になっていないと思いますし、しかもやってらっしゃる学校の先

生も濃淡が出て いると考えます。それは前に１時間から二十何時間というばらけが

あったという統計の指摘が物語る わけですが。  

  したがって、この報告書としてはもうちょっと深く 書いて いただくと すれば、将

来的には学校教育の中で消費者教育というような、新たなカリキュラム体系を、ど

こかの明確化したところの教科の中で定めておくということが必要なんじゃないか

という感じがしております。 

  したがって、現在のところの報告書の議案としてはこんなところなんでしょうけ

れども、更にもうちょっと将来的には何か考えた方がよろしいかなというふうに思

っておりまして、とりあえず申し上げました。  

○落合部会長   今の大羽委員の御発言、私の理解としては、結局この書き方は現在

の教育科目というようなものを前提にしていて、将来 2 1 世紀の在り方を考えている

という視点から見ると、そういう意味では余りにも前提を動かさない、あるいは現

状を肯定したような形になっているのが問題なのであって。  

○大羽委員  基本的には、個々の先生の能力、あるいはやる気といいますか、 そう

いったことに依存しているのは、どうもシステマティックではないんじゃないかと

いうことでございます。 

○落合部会長   ですから、田中委員の御指摘も踏まえて、言わば消費者教育といっ

たときに一体どういった教育をするんだという根本問題も踏まえて、それからそれ

に応じた科目の編成もやっていくべきであると。現状の科目、家庭科の中でやると

か、そういうのではなくてですね。という御趣旨と理解していますが、そういうこ
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とでよろしいですか。  

○大羽委員  はい、そういうことです。  

○落合部会長   高委員、どうぞ。  

○高委員   ほかの事項でもよろしいですか。  

○落合部会長   消費者教育ではなくてですか、もし消費者教育であれば、浅岡委員、

どうぞ。  

○浅岡委員  社会の教育力を高めるということが相対的に必要だということだと思

いますので、2 2 ページのところでいいのかと思うのですけれども、見出しの中で担

い手を拡充、充実する ことがもっと明確に出てまとめていただき、その上で次の節

での担い手間の連携ということにつなげていただいてはいかがかと思うんですけれ

ども。  

○落合部会長   それでは、よろしければ今度は新しい問題、つまり中間報告以降議

論いたしました問題を、最終報告にいかに取り込むかということで、今、消費者教

育をやりましたけれども、今度は 30 ページの「第５節  ＩＴ化、国際化及び環境問

題への対応」という部分につきまして御議論をいただきたいと思います。 

  宮部委員、どうぞ。  

○宮部委員  国際化のところで書いてあるんですが、これはものとかＩＴ関係の今

ある国際化だと思うんです。今世紀恐らく少子化というのは非常に進んで、今でも

相当多くの外国 人がおられるわけですけれども、人の多国民国家になるときに、そ

のことについて全く触れてないわけですね。いろんな方が来て、日本の消費法とい

うのはどうなんだという、その問題についてはやはり一言、二言書く必要があるん

じゃないかと。それをまた逆に言うと、そういう方がたくさん来ている、そういう

方がたくさんいるアメリカという多民族国家というものの今の法制というようなも

のに、日本が近付いていくのかどうか。  

  アメリカの場合には、ともかくどんな方にも原則だけはきっちり しましょうねと

いう話ですし、日本の今日を見ておりますと、非常にきめ細かなんです。これがほ

かの国の方に、こんなにきめ細かいし、非常によくやっているけれども、私はどう

してくれるのという問題にまで発展していくのかと。そうすると、やはりグローバ

ルスタンダードというのは、最低限のことを決めればいいんであって、細かなこと

をたくさん決めることが本当にいいのかなというような問題に発展していくんです

が、ともかく人の問題を何らかの格好で触れない限り、21 世紀の消費者基本法とい
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うのではおかしいなという感じがしております。 

○落合部会長   ありがとうございました。高委員、どうぞ。  

○高委員   ２つ発言させてもらいたいんですけれども、その前に１章、２章のとこ

ろの改定ですけれども、前回の議論を前向きに受け止めていただいて、非常に明確、

適切に書き改めていただきましたので、私は大変感謝しております。評価しており

ます。ありがとうございました。  

  １点目なんですけれども、今、30 ページからと言われましたけれども、多分１点

目の問題点は、2 9 ページの最後辺りになるかなと思いますが、紛争解決の１つの手

段、形なのかなというふうに思うんですけれども、次回の団体訴権のところで、例

えば損害賠償請求権を認めないような団体訴権の仕組みを議 論する ことになる と思

います。もし、これを前提とすれば本当に突拍子もない提案なんですけれども、「消

費者信託基金」 というようなものをここで設置してはどうかなと考えています。 

  その基金なんですけれども、要は消費者側にも企業側にもどちらにも私はプラス

になるんじゃないか思っています。 

  消費者側がどういった意味でプラスになるかといいますと、例えば一人ひとりの

受けている損害額が非常に小さいとか、一体だれが被害を受けているかがよくわか

らないといった問題があります。  

  企業側は、実際に、これは悪意がなくても事務手続上の過ちから、例えば外国産

のものを国産といって売ってしまったために、それを返金したいと します。この場

合、実際のところだれに返金していいかわからないという問題がでてきます。 例え

ば西友のような事件がありましたが、ああいったときに不当 な利益を消費者に還元

したいといったときに、信託基金のようなものがあれば、そこに還元することがで

きると思います 。その基金の運用の果実というのを、例えば差し止め請求権等を認

めて、消費者団体等がそういう行動を起こすときの、例えば訴訟関係の費用として

使ってもらえる訳です。そんな意味で「 消費者信託基金」の創設というのは、企業

側の主体的な善意に基づいて成り立つわけです。ほかの例で言えば ホヤの例もある

と思いま す。強化加工しためがね を販売していたはずが、実際は加工していなかっ

た。幾つそれを出荷したかはわかっているんだけれども、だれに返金していいかわ

からない。こういったケースがあります が、信 託基金があれば企業側としても活用

しやすい と思います。  

  これは 29 ページのところに来るのか、次回の団体訴権のところに議論になるのか
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わかりませんが、おそらく私は次回出席できませんので、申し上げておきます 。こ

れが１点です。  

  もう一つは、36、37 ページのところになるかと思います。先ほどの宮部委員の御

指摘とも関わってくるかと思います。私自身も、こういう中間報告を作成している

ときに、社会問題の配慮まではまだいいかなと考えて いたんです。例えば、児童労

働問題とか、強制労働の問題、海外から移入されてくるものについて、消費者がど

う考えるのか。こうした問題は、まだ、早いだろうなと思っていたんですけれども、

21 世紀のグランドデザインということを考えると、最近イオンさんがサプライヤー

に対して コード・オブ・コンダクトをつくって、児童労働、強制労働の問題等を自

分たちでチェックしながら取り組んでくださいとのアクションを起こし ました 。そ

うしますと、やはりグランドデザインの中に、環境問題だけじゃなく、社会問題も

そこに入れておく必要があるかなということを今、感じております。 

○落合部会長   極力第５節の議論でお願いしたいと思いますが、松本委員、どうぞ。  

○松本委員  １つは事実の話なんですが、34 ページの注の 2 2 で、国際的な苦情処

理・紛争解決の絡みでＩＳＯのことが紹介されていますが、仲裁機関におけるＡＤ

Ｒの国際ルールづくりではなくて、事業者主体のいわゆる民間型ＡＤＲの国際ルー

ルづくりなので、仲裁のルールづくりではないんです。仲裁のルールの 方はＵＮＣ

ＩＴＲＡＬでつくっていますから、そういうことが１つと。  

  それとの関係で、私前回欠席しましたので、もう議論済みかもしれないんですが、

29 ページの紛争解決の最後の仲裁の問題でありますが、最初のパラグラフで消費者

に不利になる場合が懸念されている理由として、消費者が十分認識していないうち

に事前仲裁合意が締結されるというのが挙がっているわけで、これは勿論１つ重要

なことですが、もう一つこれに劣らず重要なのは、一体だれが仲裁人になるんだと、

仲裁機関はどこになるんだという部分がブラックボックスになった状況で仲裁約款

が挿入されているという不安ですね。ＮＰＯ法人の認証を受けた悪質事業者がたく

さん存在しているということか、新聞報道されているわけで、そういうことを考え

ますと、悪質事業者が悪質ＡＤＲ機関をあらかじめ指定して、自分勝手な解決をす

るという危惧がすぐ出てくるわけですね。ＮＰＯ法人であるところの、認定ＡＤＲ

機関とか何とか称してやりかねないわけで、２つ目のパラグラフでは仲裁機関の実

情ということも挙げられているので、危惧の内容にもきちんと取り入れていただき

たいと思います。 
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  現在、仲裁法が国会に上程されているわけで すが、それを見ますと、本則の部分

では消費者について特段の扱いをしないで、事業者間の仲裁合意と全く同じことに

していますが、付則のところで当分の間 かなり細かく こうこうということで、消費

者については一方的な解除権が与えられていて、仲裁廷に出頭しなければ解除した

ものとみなすとか、出頭してもまず最初にこの趣旨をきちんと説明を受けて、なお

そんなものでも仲裁に入るかどうか、最終的にその場で決めることができるという

ことで、当分の間は危惧や 、懸念は解消されると思うんですけれども、当分の間と

いうのが非常に気になるところです。  

  この一番最後のところに、別途検討を行うと書いてあるので御質問したいんです

が、これはこの審議会が、あるいは次期になるんでしょうか 、消費者の仲裁契約に

ついて特別に何か取り上げて検討を行うという課題をここでもう設定するという趣

旨でしょうか。  

  民事訴訟法の専門家と議論いたしますと、仲裁法の中で特則を置くというのは、

体系的に無理であって、消費者契約法できちんと受けてほしいという御指摘があり

ますので、消費者契約法の改正に向けた審議という趣旨でしょうか。 

○落合部会長   事務局。 

○中村消費者企画課長   仲裁につ いては、今、松本委員御指摘のように、消費者問

題、あるいは消費者契約の中でどういうふうに扱っていくのかという観点からの議

論が、司法制度の中では抜け落ちていたという反省があって、それで当面今、御紹

介のあったようなことで付則に落ち付いていると。  

  したがって、この点について、消費者契約、あるいは消費者問題としてどのよう

に仲裁契約を扱っていくかという観点からの検討を当分の間、きちんと議論をして

もらいたいということで、司法制度改革からこちらに来ている話でございますので、

具体的なスケジュールとか、どういう体制というのはまた新しい体制の中で考える

必要がございますけれども、やはり国民生活審議会の方でこの消費者契約という一

環の中でどういうふうにこの問題を扱うのかということを議論する必要があるかと

いうふうに思っております。 

○落合部会長   ありがとうございました。では、福川委員、どうぞ。 

○福川委員  3 2 ページのＩＴ教育でございますが、先ほど消費者教育でいろいろ御

発言がございました。この第３パラグラフで、「このため」以下に書いてあります

けれども、このＩＴを巡る教育というのに、我々は何を提案をするかという内容も
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少し明確にできないものだろうかという感想を持ちます。今でもｅ－Ｊａｐａｎ構

想の中では、例えば学校教育などの充実というのは非常に多く取り上げられておる

わけですが、ここでもし本当にここでデジタルデバイドという情報格差に留意した

施策ということですが、どういうふうに留意するのかがよくわからないので、です

からもしここで、例えば消費者教育のことで国民生活センターか、あるいは消費者

団体でもいいんですけれども、そこにもう少し専門のコースをつくるとか、あるい

はそれについての助成策を講ずるか。  

  ここで抽象的に書いてあるんですが、できればもう少し、今のＩＴ教育の現状を

踏まえて具体的な提案をなるべくした方が前進するのではないだろうかという気が

いたします。ここで先ほどの苦情処理等との問題とＩＴはかなり専門的なものにな

りますから、何か仕組みをもうちょっと具体的にできないかという気がします。 

  最後の 36、37 ページの環境ですが、先ほど田中委員の御発言がありましたが、こ

れもどこまで踏み込んで書くかというポイントのような気がいたします。私は、た

だ非常にこの環境問題で大事なのは、消費者、生活者、あるいは企業も含めて価値

観の変化、価値観の転換というのが非常に大事だろうと思います。  

  市場のグリーン化、商品、サービスのグリーン化、企業経営のグリーン化という

ことが、今、強く言われているわけですが、どこまで書くかはなかなか難しいかと

は思いますが、少なくとも消費者の選択というのが市場のグリーン化、あるいは商

品サービスのグリーン化に非常に役立つんだと。したがって、消費者の価値観をそ

ういう方向に確認するべしという点は、何かもう少し強調していただければありが

たいと思います。 

○落合部会長   加藤委員。  

○加藤委員  今のことは私も賛成ですが、ここの書き方の、36、3 7 は何か時間切れ

という感じで、非常に大事な問題にもかかわらず、書き方が少ないですね。やはり

ここは循環型社会に向けての事業者が頑張っている部分もありますし、更に期待す

る部分もありますので、もう一度時間を改めて丁寧に起こしていただきたいと思っ

ています。 

  前に戻りまして恐縮ですけれども、いつまでもしつこくあきらめもせずとおっし

ゃるかもしれないけれども、これは大変なことなので、仲裁プラス、例の弁護士報

酬の敗訴者負担の問題でございます、29 ページのところがたまたまいいことに数行

開いているんですね。ここに是非消費者問題のような裁判、消費者取引のような裁
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判については、こういうものが導入されると大変なことで、そもそも今、司法に対

してアクセスがしにくい状況を、まさにもっと狭めていくので、配慮がされるべき

であると３行かそこら入れていただけないものでしょうか。これに反対という方い

らっしゃいますでしょうか。あるいは、応援してくださる方でもいいんですけれど

も。  

○落合部会長   発言は以上でよろしいですか。  

○加藤委員  はい。  

○落合部会長   それでは、大分、そういう意味では第５節以外の論点も出てまいり

ましたので、全体。  

○加藤委員  ちょっと待ってください。応援してくれる人いないんですか。  

○落合部会長   今は、言わばそういう応援の賛否を取るのが適当かどうかわかりま

せんので、進め方としてはしたがって今度は第５節というふうに限定しないで、３

章全体について御議論を拡大するというふうにして、先ほどもう既にそれに関連し

た拡大した形での御議論がありましたので、それらも含めて、あるいはそれ以外の

部分、３章全体につきまして御意見、有馬委員、どうぞ。  

○有馬委員  3 3 ページの国際化の進展のところでございますけれども、ここでいわ

ゆるグローバライゼー ションによるマイナスの要素のことは随分お書きくださって

いると思うのですが、2 1 世紀型でございますから、そのことによる国際的なスタン

ダードに対して、日本もそういうものに積極的に参加をしていくというような、積

極的な姿勢のようなものがもう少しあった方がいいのではないかと 思います。  

  34 ページの輸入品の安全性の確保というところに、ＩＳＯとか Cｏｄｅｘなどへ

の積極的な参画というのが書いてございますが、国際化時代に進展するスタンダー

ドに日本の消費者政策も合わせていくというような、積極的な取り組みをもう少し

見せた方がいいのではないかというのが１つでございます。  

  そのことと関連で、先ほど高委員も御指摘になりました環境問題に加えて、やは

り児童労働というのはもう国際的な１つのスタンダードになってきつつありますの

で、そのような社会的な事柄への配慮ということもどこかに一言あればよろしいの

ではないかというふうに思います。それが１つです。  

  もう一つが、今、部会長が全体とおっしゃいました ので申し上げさせていただき

ますが、2 7 ページのところの行政による苦情処理体制のところで、先ほどの御説明

の中で、国民生活センター、あるいは消費生活センターの法的な位置づけに関して
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は、全体の推進体制のところで取り上げるからというふうにおっしゃってください

まして、これはそのときでよろしいのでございますが、この苦情処理体制のところ

に関連いたしましては、特に消費生活センター について各地でさまざまな動きが起

こっておりまして、行財政改革の中で苦境に立たされている。あるいは、民間委託

が進みつつあるということがございますもので、この辺りを後の推進体制のときに

是非もう一度御検討をいただければありがたいと思います。  

  以上でございます。  

○落合部会長   加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員  今、有馬委員おっしゃいましたけれども、私もいつかもう一度丁寧に

やっていただけるとは思うんですが、是非確認させていただきたいのは、26、2 7 辺

りの行政 による苦情処理体制の整備なんですが、とにかく現実に昨今の後退ぶりは

ひどいし、都道府県と市町村はそれぞれに必要な役割がありますし、特に国民生活

センター も含めて一次的な相談をどこもやっていくという姿勢を確保しておいても

らわないと、大変消費者としては不安なんです。特に都道府県の直接相談とか、国

民生活センター の直接相談といったものは、公益的でしかも 広域的な見地が消費者

問題の先 鋭をキャッチするのにどうしても必要な業務だと思うんです。  

  システムがどんどん高度化して複雑化して、システムというのは苦情処理体制で

す。そして、結果としては消費者は非常に味薄で、そして不満足な苦情処理体制が

推進されるということのないよう是非目配りの上で今後の記 述とか、あるいは皆さ

んの御関心を持ち続けていただきたいと、そういうことをお願いします。 

○落合部会長   ほかに、岩田委員、どうぞ。  

○岩田委員  １点だけです。15 ページなんですけれども、第１節の消費者の安全確

保のところの前文的な書き方なんですが、これは消費者の安全確保のためには、一

定の事前規制が必要であるというような書き方になっているんですが、現在も一定

の事前規制をしているわけでして、では 2 1 世紀、今後どういう方向を目指すのかと

いうのは、ちょっと前文のところで出ていないのではないかと、あと読みましたら、

やはりこの分野においては整備・拡充ですとか、強化とか、そういう部分が出てい

ますので、どういうふうにするんだというのを前文のところにきちっと入れておい

た方が、方向性が明確になるのではないかと思います。 

○落合部会長   山本委員、どうぞ。 

○山本委員  単純な質問でございますが、先ほど触れられました 2 7 ページの市町村、
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都道府県、国民生活センターの役割分担のことについて、法的に明確化することが

必要であるという下りは、これは別途消費者保護基本法の見直しのところでまとめ

て取り上げるので、そこは削除したという御説明でありました。  

  ただ、ほかの項目の中には、法的に明確化するべきであるというのが残っている

部分もあるんです。ですから、やはりそこは温度差があるということなのか、それ

ともたまたま調整がうまくできてなくて残っている部分と削除された部分があるの

か、その辺がわからなくなったものですから、質問です。  

○落合部会長   では、事務局、お願いします。  

○中村消費者企画課長   特にここの法的明確化というときに、勿論基本法をイメー

ジしたものもあれば、あるいは例えば前の方で契約のところなんかも法的明確化と

いう言葉が残っているかと思いますけれども、その場合には必ずしも基本法だけで

なく、契約法とか別のことも恐らく考えられるだろうということで、割と幅広くそ

の言葉が残っておるんですけれども、恐らく今の 27 ページのところというのは、ま

さに基本法でどうするかという話だろうなという意味で、若干性格が少し違うかな

ということが１つでありまして、そうすると消費者保護基本法そのものでどうする

かという部分であれば、第５章の消費者保護基本法の見直しというところでまとめ

て整理したものがいいだろうという趣旨でございます。 

○落合部会長   どうぞ、浅岡委員。 

○浅岡委員  先ほどの仲裁につきましては、いわゆる消費者契約というだけではな

くて、製品の欠陥による被害の問題をどう取り扱うのかということもありますので、

それも視野に入れて対応を考えていただきたいと思います。  

  その仲裁の記述と対比しまして、今、当面問題になっております、敗訴者負担問

題について加藤委員が力説されましたように、これは非常に、なぜ黙っているのか

という懸念を招かないようにするべきではないかと思います。特にそれが御不満だ

という方は、明らかにここで指摘していただきたいと思います。  

  27 ページの行政の苦情処理のところで、切り分けをきれいにしてというのはある

のですけれども、やはり都道府県とか、特にここで記述のない国民生活センターと

か、こうした役割を果たすためには、やはり自ら苦情処理を、現場の声を得ていく

ということは不可欠なので、それがよく見えるようにしておいていただきたいと思

います。  

  少し中身に入りますが、1 6 ページのリコール制度の強化の最後のところですけれ
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ども、新たな製品の分野でも必要に応じて制度化するというのがあります。以 前は

「他の製品でも 」とあったと思います。 今後開発される新たな製品というわけでは

なく、今はまだ規制が及んでいない部分についてもという趣旨なんだろうと思うの

ですけれども、それでよろしければちょっと誤解を招くかなと思うので、戻してい

ただきたいと思います。 

  20 ページのところで、「勧誘行為の適正化」の（２ ）の「消費者の特性に応じた

勧誘」のところの下から２行目、過大な危険を伴う商品・サービスを積極的に勧誘

するという、この過大な危険を伴うという意味がよくわかりませんで、危険な金融

商品の、 取引だけを言っていらっしゃるのか、そうではなくてもっと取引方法等が

非常に不適切であるということも含むのかなと みえるのです が、2 1 ページの下の脚

注を見ますと、特商法の施行規則等では、前段の方にあるような老人等につぎつぎ

販売をするようなことも含んでいるのではないかとも思われますので、過大な危険

というのを誤解を招かない記述にしていただいて、適用範囲を広く見えるようにし

ていただきたいと思います。 

○落合部会長   今、敗訴者負担の問題、特に２人の委員が盛んに力説されておられ

るんですが、ここの部分は事務局としてはどういう、この報告書案の書き方という

点でいかがでしょうか。 

○中村消費者企画課長   弁護士報酬の敗訴者負担の制度につきまして、昨年のこの

中間報告のとりまとめのときにもそういう御議論がございました。その際に、この

問題が非常に消費者政策としても重要であるので、何らかの記述をするべきである

という御意見があった一方で、その司法アクセスの検討会の方で、その場でまた別

途専門的な検討を進めているということなので、本部会でそれと併行して扱うのは

適当ではないのではないかといった評論がございまして、その結果としてこの中間

報告の段階では、敗訴者負担についての文言は盛り込まなかったという経緯がござ

いました。 

  ということで、事務局といたしまして、現段階ではそのときの整理に基づいて、

この今回の最終報告案も同様の扱いをいたしたということでございます。 

○落合部会長   まだいろいろ御意見がおありかと思いますけれども、時間がまいり

ましたので、まだ部会が終わるわけではなくて、また議論の機会はございますので、

ここで終了にさせていただきたいと思いますが、そうしますと本日の議論を踏まえ

まして、第１章から第３章までの修正を事務局にお願いをすると同時に、４章以降
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の案文の作成もお願いしたいということで、これらに基づいて次回は４章以下のと

ころについて、重点を置いた議論をしていただくということにしたいと思います。  

  事務局から連絡事項があれば、お願いいたします。  

○加藤委員  １分でやりますから、お願いします。18 ページの販売業者の責務の明

確化の中に、販売業者と消費者が会話することがすごく大事なので、やはり販売業

者も消費者への説明義務があると思うんです。お肉屋さんだって、事実してくれま

す。  

  それから、もう一つ 19 ページの事業者の情報提供義務のところが、広告表示と表

示ルールの充実でくくられてしまっているんですけれども、やはり勧誘過程におけ

る説明十分という情報提供義務もあると思いますので、その２点、済みません。 

○落合部会長   あと更に言いたい部分につきましては、書面等でお出しいただけれ

ばと思います。  

  それでは、連絡事項を事務局からお願いします。  

○中村消費者企画課長   それでは、次回の連絡でございますけれども、次回の消費

者政策部会でございますが、来月５月 19 日の月曜日、午後２時からということで、

場所はこの同じ場所で開催をさせていただきたいと思っております。次回も引き続

きまして、この消費者政策部会の最終報告案について御議論をいただく予定でござ

います。また、詳細は事務的に御連絡を差し上げます。 

○落合部会長   それでは、本日はこれで終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 

 


